日本雪工学会　活動助成規程

第１条（目　的）本規程は，日本雪工学会会則第4条(1)(3)(4)(5)に規定する事業の活動助成に関して必要事項を定めるものである。

第２条（意　義）雪工学に関する活動を希望する学会員に対し，活動に必要な経費の一部を助成することにより，雪工学研究の振興と社会への貢献に寄与する。

第３条（対　象）助成の対象となる活動は，雪国の課題解決または発展に資する非営利活動とする。
２　助成の対象となる活動の期間は，採択の日から翌年3月31日までとする。

第４条（申　請）申請者は，個人会員（正会員，学生会員）を含むグループとする。
２　申請者は，別に定める申請書の様式に必要事項を記入し，事業委員長に申請する。
３　申請期間は，原則として毎年2月16日から3月15日までとする。

第５条（助　成）対象とする経費は，旅費，謝金（申請者以外），会場費，消耗品費，機材購入費，印刷費等とする。
２　助成額は原則として1件あたり20万円以内とする。
３　申請者の人件費，申請者が所属する団体等の間接経費は対象外とする。

第６条（審　査）申請に対する採択の可否，助成額，助成件数の案は，事業委員会において検討し，年度末の理事会での審議を経て決定する。
２　理事会の決定後，事業委員長は申請者に審査結果を文書で通知する。

第7条（交　付）助成金は，活動完了後の後払いを基本とするが，助成採択者が前払いを希望する場合は，助成金額の半額を上限として対応するものとする。

第８条（義　務）活動完了後，助成採択者は，1か月以内に成果報告書（様式任意），決算報告書（様式任意），証憑書類等を事業委員長に報告する。
２　助成採択者は，日本雪工学会誌，日本雪工学会論文集のいずれかで成果を報告する。なお本活動助成による成果の発表を行う際は，必ず本活動助成による旨を明記することとする。

第９条（取　消）会長は申請書通りに活動が実行されなかった場合に助成金の全部または一部を減額することができる。

第１０条（改　定）本規程の改定は理事会で行う。
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